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年に１度は健康 
診査を受けて  
自分の健康を  
守るナリ～ 
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矢板市死亡原因の割合 

「平成２４年版 
　栃木県保健統計年報」 

がん 
２４.４％ 

心疾患 
２２.３％ 

脳血管疾患 
１１.２％ 

肺炎 
８.９％ 

不慮の事故 
２.３％ 

その他 
３０.９％ 
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生活情報 

　平成２５年６月に第３号被保険者の記録不整合問題

※に対応するための法律が公布されました。この法

律に基づき、平成２６年１２月から第３号被保険者が以

下の（１）または（２）に該当した場合、被扶養配

偶者でなくなったことを事業主等を経由して届け出

ていただくことになりました。 

 

※第３号被保険者の記録不整合問題 

　被扶養配偶者（第３号被保険者）が、実態として

は第１号被保険者となったにもかかわらず、必要な

届出を行わなかったために、年金記録上は第３号被

保険者のままとなり年金記録の不整合が生じます。 

　不整合期間は種別変更の手続きを行うことで第１

号被保険者期間となり保険料の支払いが必要となり

ます。保険料の支払いがないと未納期間となり、将

来、無年金や低年金につながる可能性があります。 

 

≪届出が必要となるケース≫ 

（１）第３号被保険者の収入が基準額以上に増加し、

　　扶養から外れた場合 

（２）離婚した場合 

※ただし、全国健康保険協会管掌の健康保険の適

用事業所に使用される第２号被保険者の被扶養配偶

者であった方についての届出は不要です。 

　また、配偶者である第２号被保険者が退職等によ

り第２号被保険者でなくなった場合及び第３号被保険

者が被用者年金制度に加入したことにより第３号被

保険者でなくなった場合も届出は不要です。なお、

死亡の場合、届出は別途必要です。 

問い合わせ／大田原年金事務所　　（22）6311 
　　　　　　矢板市市民課　　　　（43）1117  　  （43）5962

「被扶養配偶者非該当届」について 

問い合わせ／塩谷郡市医師会 　028（682）3518  

ご意見、ご質問、取り上げてほしい病気などありましたら、〒329
－1312さくら市桜野1319－3さくら市氏家保健センター内 
塩谷郡市医師会までお便りをお寄せください。 

塩谷郡市医師会リレーコラム 

シリーズ「がんを知る」
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